
一官市官西老人クラブ規盗句
第1条 (名称)本会は一言市官番を人クラブと称する。

第2条 (事務所)本会の事務所は会長宅に置く。

第3条 (目 的)本会は官舌豊区内のを人クラプの普及分経 図り、広くを人福祉
の準建に寄与することを目的とする。

第4条 (事業)本会の事業目的を遂行するため次の事業を行う。

1.老人クラプの豊絡並びに調整

2。た人クラプの育茂指導
3.老 人クラブに関する調査研究

4姥人クラブ指導者研修会の開催

5潤係機関、諸団体への協カ
6。その他目的逹戌に必要な事項

第5条 (構成)本会は官西逍区内に構成された考人クラプを以って構成し、各クラ

ブにえ部長を三く。

第6条 (役 員)本会に次の役員を置く。

1.会長  1名  2.31会長  2名
3.会計  1名  4.監査  1名

第7条 (会長、31会長)

1.会長はえ部長が4任する

2.副会長、会計、監査は会長が委嘱する

3.会長は本会を代表し会務を行う

4副会長は会長を補佐し会長が事故あるときはその職務を代行する

第8条 (監査)監査は会計並びに会務の執行状況を監査して、これをえ部長会に

報告する。

第9粂 (任期)役員の任期は2年とする。仁し暮任を妨げない。

役員は任期満了後においても後任者が就任するまでの間はその職

務を行う。

第10条 (会議)1.え部長会議は無月1口 開催するものとする。

伸t繁急な事態の場合は臨時に開くことができる。
2.え部長会議は会長が召集し会長が議長を務める。

第11条 (経費)本会の経費は次の各子に掲げるものとする。

1単位クラプの負担金

2.補助金、助茂金

3.その他のほ入

但し負担金については別に定めます。

第12条 (会計年度)

本会の会計年度は毎年4月 1日 に始まり翌年3月 31日 までとする。

第13条 (施行期 日)

本会の規的は千戌6年 4月 1日 かられ行します。
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